
改

正

後

改

正

前

別
表
二
（
第
九
条
関
係
）

別
表
二
（
第
九
条
関
係
）

地

域

植

物

備
考
（
対
象
と
す
る

検
疫
有
害
動
植
物
）

地

域

植

物

備
考
（
対
象
と
す
る

検
疫
有
害
動
植
物
）

一

（
略
）

ア
キ
ー
、
ア
ボ
カ
ド
（
付
表
第
六
十
、
第

六
十
四
及
び
第
七
十
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）、
あ
め
だ
ま
の
き
、
オ
ー
ル
ス
パ
イ

ス
、
オ
リ
ー
ブ
、
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
、
キ

ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
、
き
ば
な
き
よ
う
ち
く
と

う
、ク
ク
ミ
ス
・
デ
ィ
プ
サ
ケ
ウ
ス
、コ
ッ

キ
ニ
ア
・
ミ
ク
ロ
フ
ィ
ラ
、
コ
ラ
ロ
カ
ル

プ
ス
・
エ
リ
プ
チ
ク
ス
、
ご
れ
ん
し
、
ざ

く
ろ
、
ジ
ャ
ボ
チ
カ
バ
、
そ
ら
ま
め
、
て

り
は
ぼ
く
、
な
つ
め
や
し
、
ナ
ン
セ
、
な

ん
よ
う
ざ
く
ら
、に
が
う
り
、フ
ェ
イ
ジ
ョ

ア
、
ポ
ポ
ー
、
マ
メ
ー
リ
ン
ゴ
、
り
ゆ
う

が
ん
、
れ
い
し
、
い
ち
じ
く
属
植
物
、
い

ん
げ
ん
属
植
物
、
か
き
属
植
物
（
付
表
第

四
十
一
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）、
カ

リ
ッ
サ
属
植
物
、
く
る
み
属
植
物
、
く
わ

属
植
物
、コ
ッ
コ
ロ
バ
属
植
物
、コ
ー
ヒ
ー

ノ
キ
属
植
物
、
す
ぐ
り
属
植
物
、
す
の
き

（
こ
け
も
も
）
属
植
物
、
と
け
い
そ
う
属

植
物
、
ド
ビ
ア
ー
リ
ス
属
植
物
、
な
つ
め

属
植
物
、
に
ん
め
ん
し
属
植
物
、
バ
シ
ョ

ウ
属
植
物
（
成
熟
し
て
い
な
い
バ
ナ
ナ
の

生
果
実
を
除
く
。）、パ
パ
イ
ヤ
属
植
物（
付

表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）、
ば
ん

じ
ろ
う
属
植
物
、
ぱ
ん
の
き
属
植
物
、
ば

ん
れ
い
し
属
植
物
、
ひ
い
ら
ぎ
と
ら
の
お

属
植
物
、
び
や
く
だ
ん
属
植
物
、
ふ
く
ぎ

属
植
物
、
ぶ
ど
う
属
植
物
（
付
表
第
三
、

第
五
十
四
及
び
第
五
十
九
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。）、
ふ
と
も
も
属
植
物
、
マ
ン
ゴ

（
略
）

一

（
略
）

ア
キ
ー
、
ア
ボ
カ
ド
（
付
表
第
六
十
及
び

六
十
四
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）、
あ
め

だ
ま
の
き
、
オ
ー
ル
ス
パ
イ
ス
、
オ
リ
ー

ブ
、
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
、
キ
ウ
イ
フ
ル
ー

ツ
、
き
ば
な
き
よ
う
ち
く
と
う
、
ク
ク
ミ

ス
・
デ
ィ
プ
サ
ケ
ウ
ス
、
コ
ッ
キ
ニ
ア
・

ミ
ク
ロ
フ
ィ
ラ
、
コ
ラ
ロ
カ
ル
プ
ス
・
エ

リ
プ
チ
ク
ス
、
ご
れ
ん
し
、ざ
く
ろ
、ジ
ャ

ボ
チ
カ
バ
、
そ
ら
ま
め
、
て
り
は
ぼ
く
、

な
つ
め
や
し
、
ナ
ン
セ
、
な
ん
よ
う
ざ
く

ら
、に
が
う
り
、フ
ェ
イ
ジ
ョ
ア
、ポ
ポ
ー
、

マ
メ
ー
リ
ン
ゴ
、
り
ゆ
う
が
ん
、れ
い
し
、

い
ち
じ
く
属
植
物
、
い
ん
げ
ん
属
植
物
、

か
き
属
植
物
（
付
表
第
四
十
一
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）、
カ
リ
ッ
サ
属
植
物
、
く

る
み
属
植
物
、
く
わ
属
植
物
、
コ
ッ
コ
ロ

バ
属
植
物
、
コ
ー
ヒ
ー
ノ
キ
属
植
物
、
す

ぐ
り
属
植
物
、
す
の
き
（
こ
け
も
も
）
属

植
物
、
と
け
い
そ
う
属
植
物
、
ド
ビ
ア
ー

リ
ス
属
植
物
、
な
つ
め
属
植
物
、
に
ん
め

ん
し
属
植
物
、
バ
シ
ョ
ウ
属
植
物
（
成
熟

し
て
い
な
い
バ
ナ
ナ
の
生
果
実
を
除

く
。）、
パ
パ
イ
ヤ
属
植
物
（
付
表
第
一
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）、
ば
ん
じ
ろ
う
属

植
物
、
ぱ
ん
の
き
属
植
物
、
ば
ん
れ
い
し

属
植
物
、
ひ
い
ら
ぎ
と
ら
の
お
属
植
物
、

び
や
く
だ
ん
属
植
物
、
ふ
く
ぎ
属
植
物
、

ぶ
ど
う
属
植
物
（
付
表
第
三
、
第
五
十
四

及
び
第
五
十
九
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）、
ふ
と
も
も
属
植
物
、
マ
ン
ゴ
ウ
属

（
略
）

令和元年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
二
十
三
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





二
〜
十
七

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
〜
十
七

（
略
）

（
略
）

（
略
）

付
表

付
表

一
〜
六
十
九

（
略
）

一
〜
六
十
九

（
略
）

七
十

コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で
輸
入
さ
れ
る
ハ
ス
種
の
ア
ボ
カ
ド
の
生

果
実
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

ウ
属
植
物
（
付
表
第
二
、
第
三
十
六
、
第

四
十
三
、
第
五
十
一
及
び
第
五
十
三
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。）、も
ち
の
き
属
植
物
、

も
も
た
ま
な
属
植
物
、
ユ
ー
ゲ
ニ
ア
属
植

物
、
わ
た
属
植
物
、
あ
か
て
つ
科
植
物
、

さ
ぼ
て
ん
科
植
物
（
付
表
第
三
十
五
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。）、
な
す
科
植
物
（
付

表
第
三
及
び
第
四
十
二
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。）、
ば
ら
科
植
物
（
付
表
第
三
及
び

第
三
十
一
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）及
び

み
か
ん
科
植
物
（
付
表
第
四
か
ら
第
八
ま

で
、
第
三
十
九
、
第
四
十
五
、
第
五
十
六

及
び
第
六
十
五
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

の
生
果
実

植
物
（
付
表
第
二
、
第
三
十
六
、
第
四
十

三
、
第
五
十
一
及
び
第
五
十
三
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）、
も
ち
の
き
属
植
物
、
も

も
た
ま
な
属
植
物
、ユ
ー
ゲ
ニ
ア
属
植
物
、

わ
た
属
植
物
、
あ
か
て
つ
科
植
物
、
さ
ぼ

て
ん
科
植
物
（
付
表
第
三
十
五
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）、
な
す
科
植
物
（
付
表
第

三
及
び
第
四
十
二
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）、
ば
ら
科
植
物
（
付
表
第
三
及
び
第

三
十
一
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）及
び
み

か
ん
科
植
物（
付
表
第
四
か
ら
第
八
ま
で
、

第
三
十
九
、
第
四
十
五
、
第
五
十
六
及
び

第
六
十
五
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）の
生

果
実

令和元年月日 水曜日 (号外第号)官 報 


